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教育倫理学の可能性

はじめに

「教育倫理学」はあまり耳慣れない言葉であるかも

しれない。教育倫理学という独立した学科が制度上確

立されているわけではないし,教育倫理学という分野

が教育学ないし倫理学の下位頚域として認知されてい

るわけでもないだろう。この意味では,われわれは未

だ教育倫理学を持ってはいない。しかし,ヘルバルト

やピータースの叙述を思い返すまでもなく1),教育

(学)が倫理(学)と深く結びついた営為であること

は繰り返し述べられてきたことである。目標の設定に

しろ,内容の選択にしろ,教育においては価値や規範

が常に係わってくるのである。また,教職の専門性を

考える際には,その専門知識や技術とともに遺徳的責

任が明確にされるのが普通である。こうした意味では,

われわれはすでに教育の倫理学を持っていると言える

かもしれない。ただ,この場合でも,教育倫理学は未

だ統合された一つの領域としては存在していない。教

育倫理学を構成するであろう知見は教育学にすでに含

まれているのかもしれないが,教育の倫理的問題に積

極的に応答するための体系をわれわれはまだ持ってい

ないのである。

本稿は,教育倫理学の必要性と可能性に焦点を当て

て,教育倫理学が一つの鋳域として展開されるべきこ

とを論ずる。まず,なぜ教育倫理学が必要であるのか

を,今日の応用倫理学の隆盛と重ね合わせつつ明確に

する。続いて,教育という営みに本来的に合意される

問題が倫理的態度を要請するものであることを明らか

にする。そして,最後に,教育倫理学として論じられ

うる領域と主題を展望して,今後の展開への一助とL
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1.教育倫理学が求められる外的諸要因

今日,応用倫理学が注目されている。応用倫理学と

は,生命倫理学や環境倫理学として,個々の具体的な

倫理問題を検討する倫理学の総称である。応用倫理学

が隆盛してきたのは,科学技術の飛躍的な進歩や価値

の多元化にともなって生じてきた,見通しがたい,撹
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綜した倫理的問題に対し,倫理学者が何らかの解答を

与えようとしたことにある.従来の理論倫理学の枠組

みでは,脳死や人工妊娠中絶,環境破壊といった具体

的な問題に有益な提言を与えることができなかったの

に対し,応用倫理学は積極的にこれに答えようとした

のであった2)0

社会の急速な変化は教育においても深刻な問題を投

げかけている。大人もまた子供とともに最新の技術と

知識を学び続けねばならない一方,子供は様々なメディ

アを通じて,それまで子供には相応しくないと考えら

れていた事柄に容易に接近可能となっている。こうし

た大人と子供の格差の減少は,コンピュータ・リテラ

シーの習得から法制上の「少年」の定義まで,様々な

領域で検討されるべき課題となって現れてきている。

また,旧い価値観が否定されたり,異なる価値観を承

認するよう求められるなか,一定年齢の誰もが学校へ

行くことの自明性もまた疑われ始めている。倫理的問

題に対する具体的な提言が求められて,それに応用倫

理学が応えたように,教育の倫理的問題に関する具体

的な提言を示しうる教育倫理学が必要とされているの

である。

その一方で,教育が応用倫理学の一つの主題として

取り上げられていながら,教育それ自体の合意する倫

理的問題に目が向けられていないことがある3)。また,

応用倫理学の実際の議論において教育ないし啓蒙が問

題解決の一方策として単純に求められていることもあ

る4)。そこでも教育そのものが學み持つ倫理的な問題

や矛盾は捨象されてしまっており,この点をめぐる教

育学の成果はほとんど顧慮されて0ない。いずれにせ

よ,教育自体が一つの応用倫理学の分野として展望と

決断の求められる対象領域であるにもかかわらず,そ

うした要請に答えるための体系,すなわち教育倫理学

は未だ構築されてはいないのである。

確かに,子供が関わる事件が起きると,メディアは

教育学者あるいは他頚域の専門家にコメントを求める。

このコメントが倫理的判断に関するものである場合も

多い。この意味では,教育に関する倫理学はすでに存

在していると言えるかもしれない。そもそも教育は倫
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理の問題から不可分なのであり,教育内容の選択や5),

親や国家の教育権,子供の学習権・人権を論じると

き6),すでにそれは教育の倫理学であると言っていい

だろう。それでも,ここで私が主張したいのは,これ

までのそうした教育学の知見をまとめて体系立てるこ

とが必要だということである。私は,ここで言う「体

系」を非常に弱い意味で使っている。倫理的な判断の

体系が一つの秩序を持ったものとして描きうるという

ことを言っているのではないからである。倫理学の関

連する諸説と,それらがもたらす可能な倫理的諸判断

を展望すること-より広い選択肢を求めることが出

来るし,諸判断の矛盾もまた展望できる-が,この

体系によって可能となるということなのである。

2.なぜ教育において倫理が問題となるのかに

ついての原理的な考察

何を目指して教えるのか,何をいかに教えるかとい

う選択は価値の問題と切り離すことはできない。たと

え,社会化として描かれるような,慣習に従った無反

省な教育においても,価値的偏向を兄いだすことがで

きるであろう。しかし,このことから直ちに教育倫理

学の必要性と特性が導かれるわけではない。選択が何

かしらの価値基準によってなされることは教育に限っ

たことではないし,また,ある行為が価値に関わるか

らといって,直ちにそれが倫理的な問題を引き起こす

わけではないからである。では,教育はなぜ倫理の問

題とされるのだろうか。

和辻は「倫理」を,個人的主観的道徳意識と区別し

て,人の間の理と規定し,人間の学としての倫理学を

構想した7)O教育は教える者と学習者,大人と子供,

教師と生徒という,人と人の間に生じる現象であり,

この意味で,教育においてすでに倫理が問題となるの

だと言える。換言すれば,教育はその成り立ちからす

でに倫理学が対象とすべき現象であるということであ

る。しかしながら,なおこのことだけでは教育に固有

な倫理問題の特性は見えてこない。

教育の倫理的特性を理解するための手がかりとして,

メルロ-ボンティによる教育の特徴づけを取り上げよ

う。彼はすでにr行動の構造」やr知覚の現象学jの

成功により哲学者としての地位を確立していたにもか

かわらず, 1949年児童心理学および教育学の主任教授

としてソルポンヌに移る。そして,着任初年度に「大

人から見た子ども」という題目の教育学講義を行って

いる8)。彼は,その講義の序論において,教育学を倫

理学と児童心理学の応用と捉える考え方を批判し,こ

の三つの学問研究は異なる方向に向かう一つの作業で

あると主張している。道徳規範に関して言えば,それ

は大人と子どもの係わりの外にアプリオリに存在して

いるわけではなく,そうした係わりの現実の状況のな

かに求められるものである。

さらに教育学を児童心理学の応用と捉えることの背

後に,純粋な観察と実験という考えが想定されている

ことを指摘して,メルロ-ボンティは次のように言う。

「教育学者の問題は精神分析家の問題でもあり,一般

に実験をおこなうすべての者の問題です。つまり,敬

育学者は生徒を変えてしまうものです。それが不都合

なことになるとすれば,それは,彼が自分のおこなっ

ている介入の意味に気づかない場合だけです」9)。人

間を観察の対象としたとき,この観察は被観察者に対

する何らかの介入とならざるを得ない。純粋な観察な

どは存在せず,観察という行為は被観察者のうちに何

らかの変化を喚起してしまうのである。ただ,教育学

者にしろ,心理学者にしろ,その介入の意味を理解す

ることは必ずしも容易ではない。 「われわれ自身が問

題になっているときほど意識化の難しいことはありま

せんし,われわれが状況に直接巻き込まれているとき

には,ほとんどきまって現象はわれわれの眼を逃れて

しまうものです。われわれは,歴史と民族誌を通して

はじめて,われわれが子どもに感じさせている圧力を

理解できるのです」10)彼は,教える者が子供を抑圧

してそれに気づかずにいる場合の多いことをはっきり

と認識している。民族誌による様々な文明との対比と

歴史的反省による過去との対時を通して,自らの行い

を相対化し,その意味を意識化することが可能となる。

彼はさらに続けて言う。 「われわれは,自分の行為に

人を愚弄するところがあるのに気づかないことがあり

ますが,それは,われわれがおのれをある『地』 (ゲ

シュタルト主義者が言うような意味での)の上に浮き

あがらせることをしないからです」11)ある他者への

働きかけが自分自身にとって当然のものであるとき,

それはわれわれにとって「地」となってしまっていて,

その意味を理解することができなくなってしまう。人

を愚弄するつもりもなく,子供を抑圧するつもりがな

くても,そうしてしまうことがある。それまで気づか

なかった,われわれの行為の暴力性を意識できるよう

になるためには,この「地」のアスペクトを転換させ

ることが必要なのである。

以上のメルロ-ボンティの指摘に従えば,教育には

次のような倫理的要請がともなうと言える。すなわち,

ある教育的介入が子供を抑圧しているにもかかわらず,

われわれはそれに気づかないことがあるがゆえに,敬

育的介入に際して常にその暴力性を意識化していく努

力が倫理的に求められるということである。そして,

メルロ-ボンティにとっては,自らの「地」を浮かび

29)



上がらせ意識化するために異なる生活形式を描き出す

ことが,そうした倫理的努力ということになる。確か

に,メルロ-ボンティによる上記の教育行為の特徴づ

けは,なぜ教育において倫理的な問題が取り上げられ

ねばならないかを示唆してくれている。しかしながら,

それが単に教える者は教育的介入の当事者である

がゆえにその意味に-暴力的であろうがなかろ

うが-責もづきにくいのだという指摘にとどまって

いる限り,教育に固有な倫理的特性が十分に明らかに

されたとは言えないだろう。

幼児期における虐待の精神分析的解釈を試みたミラー

は,虐待という暴力行為が「あなたのため」,つまり,

子供のためになされた行為であると説得することによっ

て隠蔽されていると指摘している12)教育は学習者の

ためになされるのだと考える思考法があり,それが教

育行為の暴力性を隠蔽してしまうのである。さらに,

土戸はデリダを援用しつつ,そもそも教育それ自体が

不可避に暴力的であること,さらに教育はその暴力性

を隠蔽してしまう機構を含意していると主張する13)

つまり,あらゆる教育行為が暴力性を含んでいるとい

うことであって,別に良い教育があるはずだと考えら

れているわけではないのである。もちろん,あらゆる

教育が暴力的であると言うとき,それは虐待のような

直接に苦痛をともなうような暴力のことではない。土

戸によれば,暴力には三つのレベルがあり,通常われ

われが暴力と感じている行為は第三のレベルに位置づ

けられる暴力である。この暴力を暴力と規定する規範

の設置が第二のレベルに現れる暴力であり,第-のレ

ベルにはデリダが庶エクリチュールと呼ぶ暴力がある

とされる。換言すれば,世界の一部を切り取り,ある

側面を強調することによって別の可能性を捨象してし

まう第一のレベルの暴力があり,それを根拠のあるこ

ととして正当化する第二のレベルの暴力があるという

ことである。教育はこの第-と第二の両方のレベルの

暴力に関わっている。

こうした教育の暴力性は,さらに学習者をコントロー

ルして教育を遂行しようとする暴力へとつながってい

く。正統性は教える側にあり,学習者は教え込まれ,

あるいは矯正されるべき対象と見なされるのである14)

この教育の論理は,啓蒙の論理と類似的である。啓蒙

者は蒙昧を導くという態度によって,啓蒙される側の

独自性を否定する。こうした啓蒙の暴力性を意識化す

る努力として,ポストコロニアリズム,とりわけ第三

世界フェミニズムの主張が傾聴に値しよう15)

教育の暴力性を意識化していく努力は一つの倫理的

課題である。教育は必然的に暴力として学習者へと働

きかける行為であり,学習者の独自性を否定して同化

を図る試みである。にもかかわらず,われわれが教育

しないという選択肢を直ちに選ぶことができないので

あるなら,隠蔽されてしまいやすいその暴力性を意識

化していく倫理的努力が求められることになる16)こ

の課題を視野に入れたものとして教育倫理学は構想さ

れなくてはならないのである。

3.教育倫理学の可能な領域と主題

では,教育倫理学は具体的にどのように展開されう

るのだろうか。いくつかの可能な方向を提示してみた

い。教育倫理学が何を考案の対象とするのかは「教育」

の意味をいかに捉えるかで変わってくる。広い意味で

捉えるならば,未来世代に対する倫理も考察の対象と

なってくるだろうし,子供を生む生まないの選択基準

を考察することにもなろう17)。教育倫理学として世代

間倫理や生命倫理の問題も深く関わってくることにな

る。一方, 「教育」を狭義に捉えるならば,教える行

為にまつわる倫理問題が考案の対象となろう。家庭に

おいて子供をいかに育てるかということから,専門職

者としての学校教師にとって不可避な倫理問題が扱わ

れることになる18)

いずれの場合でも, 「責任」という概念が取り上げ

られることになろう。ヨナスは,われわれは未来世代

に対していかなる責任を有しているのかと問う19)そ

うしたヨナスの責任の倫理学は,加藤によれば,個人

のレベルで現在の責任を問題とする,カントに代表さ

れる従来の倫理学の限界を越えるものであり,存在論

的考察である点で,未来世代に対する功利主義的責任

原理の先をいくものだとされる20)ヨナスの責任の原

理は環境倫理学の新しい基礎となるべきのもである,

と。一方,教育行為の倫理性を考えるうえでも,責任

概念は重要であるO　ウェーバーが,心情倫理と責任倫

理を区別して,政治家に求められるのは後者の責任の

倫理であると主張して以来,専P職者には行為の結果

に責任を持つことを踏まえた決断が必要だと考えられ

ている21)この責任倫理を敷術して,教育者の責任を

考察したものとしては,デルボラフやダンナ-の議論

を挙げることができるだろう㌶)。渡連によれば,タン

ナーは,教育者は子供の現在と未来,そして社会とい

う異なる三者に対して責任を持つと論じている。また,

被教育者が教える者に対して,その責任を問う能力が

ない場合があることも,教育者の責任の特徴であり,

それゆえ,いっそう教育の暴力性を意識化していく努

力が教育倫理学に求められるのである。

この「責任」とともに「ケア」という概念も教育の

倫理を考えるうえで重要である23)ケア倫理学もまた

伝統的な倫理学に対抗するものとして登場したのであっ

30)



た。伝統的な倫理学は原則主義で普遍的な倫理学であっ

たが,ケア倫理学においては,ケアするという他者へ

の働きかけは常に個別的な状況を顧慮したものだとさ

れているのである。さらに,ケアの原理と正義の原理

をいかに調停づけていくかが今日的課題であるとも言

われる24)。 「責任」と「ケア」という視点を洗練させ

つつ,具体的な教育の倫理問題を考察する基準が求め

られる。

また,幼児教育の倫理,高等教育の倫理といったか

たちで,対象年齢や制度上の相違から領域を限定し,

そこでの倫理的問題に焦点を当てて考察の具体化を図

ることもできる。ここでは二つの事例を挙げておく。

まず,幼児教育における倫理問題として,米国のアン

チバイアスカリキュラムの取り組みを紹介しておきた

い25)このカリキュラムは,幼児教育における多文化

教育の一形態として,偏見に抗する能力を育むことを

目指したものであるが,その実践に際しては,保育者

自身がいかに偏見と差別に鋭敏であるかが問われるこ

とになるのである。また,高等教育における倫理問題

としては, r倫理学と高等教育」と題された論文集を

見ると26)9社会に対する大学あるいは学長の責任,大

学の評価,表現の自由と研究の倫理,入試基準やカン

ニングの扱い,セクシャル・ハラスメントなどが取り

上げられている。こうした主題に対しては,大学の外

部に向けられた責任や,学生に対する責任,倫理的な

問題やそれに対する「正義」や「ケア」という観点か

らの対応の検討などが試みられることになろう。

教職のみならず,いかなる専P職もそれとして認め

られるためには,特殊な技能を身に付けていることと,

その技能の遂行の責任を明確にすることが求められる。

米国の教職の場合,すでに1929年に教員団体である全

米教育協会が倫理綱頚(Code of Ethics of the Edu-

cationProfession)を制定している。確かに,倫理

網韻には専F職者を戒める機能と同時に,社会に対し

て責任の内容と所在を明確にすることによって専門職

集団として承認されるという重要な機能がある。ただ

し,一般的な倫理綱韻から個別の倫理的判断が演揮さ

れるわけではない。倫理的判断は個々の実践の状況に

埋め込まれているのであり,倫理的判断が個人の選好

に還元されないとしても,判断能力は実践者が取得し

なくてはならないものであろう。ストライクとソルテイス

は倫理的判断能力を養うためのケーススタディ集とし

て,大学の教職課程のテキスト　r教授の倫理学jを著

している27)彼らは,倫理的判断は帰結主義と非帰結

主義の二つの反する原理によって決定・正当化される

とする。帰結主義は,行為の帰結によってその行為の

善し悪しが決定されるという考えであり,行為はその

帰結が望ましいものと予測された場合にのみ正当化さ

れるとする功利主義的原理である。一方の非帰結主義

は,行為の帰結ではなく義務に従うことが重要だとす

る考えで,カントの定言命法が代表的である。 「嘘も

方便」は帰結主義であり, 「嘘をつくことは絶対によ

くない」は非帰結主義である。ストライクらは,こう

した原理を確認したうえで, 1975年に改定された全米

教育協会の倫理綱頴からいくつかの項目を挙げ,それ

に関わるような遺徳的な葛藤場面を描き出す。そして,

教師としていかなる対応が倫理的に望ましいかを教職

の授業内で討論することを勧める。彼らは二つの原理

のどちらがより優れているという立場は取らない。彼

らが目指しているのは,個々の教師が倫理的判断をめ

ぐる様々な要素を展望し,判断を下しうる能力の育成

である。新しい状況において倫理的判断を下す能力は,

原理を知ることのみによっては伸ばすことができない

ということである。

教師が倫理的判断に関わる実践的な能力をいかに形

成していくかについては,臨床教育学の試みが注目さ

れる。鈴木は,高校教師としての自らの具体的経験を

性急に一般化することを避けながら,教師としての働

きかけの意味を兄いだそうとする28)この場合の臨床

教育学とは,問題行動を引き起こす生徒の治療を目的

とするものではなく,当事者である教師には見え難い

教育的働きかけの意味を顕在化させることによって,

閉塞した問題状況から抜け出る方途を探ろうとするも

のだと言える。鈴木は, 「いじめ」や「普通の生徒」

という常套句による現象のレッテル貼りの欺月敵性を指

摘し,個々の問題状況に寄り添いつつ語る能力の形成

を,教師の専門敵性を再構築する契機と見なしている。

おわりに

教育倫理学がなぜ必要とされるのかを,われわれを

取り巻く社会状況の変化と教育それ自体の特性の両者

に求め,教育倫理学の可能な方向を展望した。この小

論において言及できなかったことは多く,展望として

提示しえたものはほんの一部に過ぎないかもしれない。

それでも,これから教育倫理学が一つの額域として認

知されて,実質的な議論が可能となるための一助には

なってくれるものと思う。

それでも,以上の考案から次のことが言えよう。教

育倫理学は二つの方向で進められるべきである。一つ

は,教育が原理的に率み持つ倫理的問題を明確にする

こと,そしてもう一つは,より具体的で特殊な教育の

状況において倫理的判断を下すための判断基準を整理

することである。この両者をつなぐのは教育倫理学で

はなく,個々の状況における個々人の判断力である。

(31)



現在の教育学において,道徳や倫理を主題として取

り上げる多くの場合は,道徳をいかに教えるかという

ことであろう。つまり,これまで道徳をいかに教える

かには高い関心が示されてきたが,教育の倫理,教師

の倫理についてはそれを取り上げる必要性が十分に理

解されてこなかったということである。しかし,道徳

教育が重要であるの同じように-あるいはそれ以上

に,教育の倫理について学ぶこともまた重要なのでは

ないだろうか。教師教育のカリキュラムのうちに教育

倫理学は位置づけられるべきであろうし,教育倫理学

という独立した領域としても洗練された議論が望まれ

るように思われる。
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